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令和 6 年度 上田市移住希望者就職支援事業 募集要領 

 

1 目的 

地方の人口減少対策が課題である中、首都圏等からの移住希望者に対して、移住前の就職支援を

行うことにより、上田市へ移住しやすい環境を整えることで、市内定住を促進する。 

 

2 事業概要 

移住希望者に対し、「仕事探し相談窓口」としての役割を担い、民間やハローワークの求人等、

地域の総合的な就職情報を提供するとともに、希望者には「お試し就業」「企業見学」の機会を設

け、地域企業での職場体験研修を通じた雇用マッチングを支援する。 

また、市が開催又は参加する移住相談会（オンライン開催を含む）に参加し、移住希望者への対

応を行う。 

詳細は、別紙仕様書のとおり（ただし、仕様書の内容は、今後、協議の中で変更する可能性があ

りますので、御了承ください。）。 

 

3 応募資格 

次に掲げる要件をいずれも満たす必要があります。 

（1）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 5 条第 1 項の

規定による「一般労働者派遣事業」の許可及び職業安定法第 30 条第 1 項の規定による「有

料職業紹介事業」の許可を有する者。 

（2）求職者を対象にした就職支援や能力開発等の事業の履行実績を有する者。 

（3）上田市内に本社または営業所等を有する者であり、上田市物品入札（見積）参加願提出業

者であること。 

（4）雇用保険の適用事業者であること。 

（5）当該事業を的確に遂行する能力を有すること。 

（総勘定元帳等の会計関係帳簿類、労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿類を

整備していること。） 

（6）上田市税に滞納がないこと。 

（7）宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者等、もしくは暴力団または暴力団の統制下

にある事業者等でないこと。 

 

4 事業について 

（1）事業実施期間  契約日から令和 7年 3月 31日まで 

（2）事業費     上限額 5,000,000円（税込） 

 

5 複数事業への応募について 

 本事業のほか、「上田市若者の自立・定住促進事業」も募集しています。 

 本事業のみの応募、上田市若者の自立・定住促進事業とあわせての応募もできることとし、両事

業あわせての提案、経費見積書を提出できることとします。 

 〇本事業のみ応募する場合 
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  本事業に関する応募書類を御提出ください。 

 〇両事業をあわせて応募する場合 

  本事業の企画提案書に両事業を提案することを記載してください。 

  経費見積書は、両事業を受託した場合のものを御提出ください。 

 

6 応募申込手続き等 

（1）応募期間  令和 6年 4月 22日（月） 午前 9時から 

令和 6年 5月 10日（金） 午後 5時まで 

（2）応募方法 

応募を希望する事業者等は、事前に上田市地域雇用推進課に御連絡ください。 

地域雇用推進課に、応募期間中に下記書類一式を提出していただきます。 

応募期間を過ぎた申し込みは、いかなる理由があっても受け付けかねます。 

（3）応募書類 

ア 応募申込書（様式第 1号） 

イ 事業者等の概要（様式第 2号） 

ウ 企画提案書（様式第 3号） 

エ 経費見積書（様式第 4号）  

オ 応募資格等説明書（様式第 5号） 

カ その他必要な添付書類 

（4）提出部数  8部 

（5）応募についての留意事項 

ア 提出された書類に虚偽または不正があった場合は、失格とします。  

イ 応募に関して、必要となる費用は、応募する事業者等の負担とします。 

ウ 応募書類は、返却しません。 

エ 再委託を必要とする場合は、企画提案書に必要とする理由及び範囲、予定金額を明記し

てください。 

 

7 委託事業の選定方法 

（1）第 1次選考 

提出された書類による書面審査により、応募資格等を審査します。 

（2）第 2次選考 

提案事業者のプレゼンテーションを実施し、審査委員により、事業の実施体制（組織・運営

体制）、事業の内容（実施方法、実現性）、経済性（費用対効果）などの審査内容ごとに採点

を行い（9項目 45点満点）、採点結果を元に協議を行い、事業者を選考します。 

（3）審査結果の通知等 

選考の結果は、応募事業者等に対して通知します。 

（4）その他 

審査の過程において、委託事業の内容に修正を加え、再構築することがあります。 

 

8 委託契約についての留意点等 
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（1）委託契約締結に当っては、提案書等の内容を基に、業務履行に必要な協議を行います。な

お、協議により提案書等の内容の一部を変更して委託契約の締結をする場合があります。 

（2）受託事業者等は会計・労働関係帳簿類を整備し、当該委託事業に係る経費等を他事業と明

確に区分してください。必要に応じて事業実施中に検査を行う場合があります。 

   複数事業を受託した場合も、事業ごとに経費を区分してください。 

（3）委託料については、委託事業の完了検査後に支払うものとしますが、受託事業者等が希望

する場合は概算払いをすることもできます。なお、事業費の変動も見込まれることから、委

託金額の範囲内で、実際に事業に要した経費に応じ、契約金額の精算を行います。 

（4）業務履行に係る経費については、提案時における経費見積書の費用項目ごとの合計金額を

上回ることは原則認めません。 

（5）委託契約に際しての契約保証金については、別添 4「契約保証金について」のとおり取り扱

うこととします。 

9 事業実績報告 

（1）委託事業終了後、委託契約書等に基づき、業務の成果に関する実績報告書等を速やかに提

出していただきます。 

（2）委託期間中であっても、事業の進捗状況や予算の執行状況等について、報告書の提出を求

める場合があります。 

（3）事業により発生した収入の取り扱い 

ア 委託事業により発生した収入がある場合は委託料を減額します。 

イ 発生した収入については、事業者等は委託事業の精算前に市に報告をしてください。 

10 委託契約の解除 

市は、受託事業者等が次の事項に該当した場合は、契約を解除し、既に支払った契約料の全部又

は一部の返還を求めることができるものとします。 

（1）委託契約又は業務の執行等において、偽りその他不正又は違法な行為があった場合 

（2）この募集要領及び委託契約条項に違反した場合 

（3）事業期間中において、新規雇用者に対して、事業主都合による解雇を行った場合 

 

11 その他 

（1）委託事業を実施するに当って発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、

受託事業者等に負担していただきます。 

（2）採択された企画提案書の著作権は、上田市に帰属します。 

（3）本事業は、国県の交付金等を活用した事業のため、会計検査院による実地検査の対象とな

ります。このため、事業終了後においても実施に係る関係書類の提出要請や、計画の達成状

況を把握・検証するためのフォローアップ調査を行いますので、御協力願います。 

 

12 問い合わせ、書類提出先 

上田市産業振興部地域雇用推進課 担当 斎藤 

〒386-0012 上田市中央四丁目 9番 1号（上田市勤労者福祉センター内） 

電話：0268-26-6023  ファックス：0268-26-6024 
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メールアドレス koyo@city.ueda.nagano.jp 


